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主 文             

１ 被告は，原告に対し，１３万７９１０円及びこれに対する平成１８年４月

１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 原告のその余の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用はこれを１０分し，その７を原告の，その余を被告の各負担とす

る。 

事 実 及 び 理 由             

第１ 請求 

１ 被告は，原告に対し，４５万２７４０円及びこれに対する平成１８年４月

１６日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

３ 仮執行宣言 

第２ 事案の概要 

  本件は，被告東京都の職員である原告が，平成１４年４月から平成１８年

３月にかけて超過勤務を行ったにもかかわらず，超過勤務手当が一部しか支

払われなかったとして，主位的に労働基準法（以下「労基法」という。）３

７条に基づき，予備的に職員の勤務時間，休日，休暇等に関する条例（平成

７年３月１６日・東京都条例第１５号。以下「勤務時間条例」という。）１

０条及び職員の勤務時間，休日，休暇等に関する条例施行規則（平成７年３

月１６日・東京都規則第５５号。以下「勤務時間条例規則」という。）７条

に基づき，職員の給与に関する条例（昭和２６年６月１４日・東京都条例第

７５号。以下「給与条例」という。）１５条所定の未払の超過勤務手当及び

最終の給与支給日の翌日である平成１８年４月１６日から支払済みまで商事

法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を，また，上記請求がいずれ

も認められない場合の予備的請求として，不法行為による損害賠償請求権に

基づき，未払の超過勤務手当相当額及びこれに対する同日から支払済みまで
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商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 

１ 争いのない事実等 

  以下の事実は，当事者間に争いがないか，括弧内掲記の証拠（以下，書証

の枝番号は特に記す以外は省略する。）及び弁論の全趣旨により，容易に認

めることができる。 

(1) 原告 

  原告は，昭和４８年４月１日に小金井市立公立学校事務職員として被告

に採用されて以来，被告の任用職員として勤務し，平成１４年４月１日

（平成１４年度）から平成１８年３月３１日（平成１７年度）までは多摩

教育事務所（東京都立川市α町所在）の管理課教職員係に，平成１８年４

月１日（平成１８年度）以降は多摩教育事務所西多摩支所（東京都青梅市

所在）の管理指導係に配属された地方公務員である。 

(2) 多摩教育事務所 

  多摩教育事務所は，昭和４６年に多摩地区の３出張所を統合して発足し，

昭和６２年２月に多摩図書館との合同施設である「多摩教育センター」の

建設に伴い同センター３階に設置され，東京都教育庁の現地機関として市

町村教育委員会に対する，指導，助言，援助を行うとともに，市町村教育

委員会，東京都教育委員会事務局各部課との連絡調整に当たり，多摩地区

義務教育の水準の維持向上を図る機関である。 

  多摩教育事務所管理課には，庶務係，学事係，教職員係の３係があり，

このうち原告が配属されていた教職員係は，市町村立小・中学校教職員の

任命，その他の人事及び給与に関する事務，市町村立学校教職員の任免人

事管理，市町村立学校教職員の初任給，昇格及び昇給管理事務，市町村立

学校の臨時的任用教職員及び非常勤講師に関する事務，市町村立学校教職

員等に関する勤務条件，その他の専門的事項に関する連絡等を担当してい

る。 
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(3) 原告の担当業務 

  原告は，平成１４年度から平成１７年度まで，多摩教育事務所管理課教

職員係において，以下の業務を担当した。 

 ア 平成１４年度 

    (ア) 担当５地区（昭島市・小平市・東村山市・武蔵村山市・西多摩郡）

内の公立小中学校教職員の採用・退職等の内申書審査，初任給計算，

人事電算入力等の教職員任用事務 

    (イ) 担当５地区（昭島市・小平市・東村山市・武蔵村山市・西多摩郡）

内の公立小中学校教職員の昇給・昇格内申書審査，人事電算入力等の

昇給事務 

    (ウ) 担当５地区（昭島市・小平市・東村山市・武蔵村山市・西多摩郡）

内の公立学校の臨時的任用教職員の任用事務 

    (エ) 多摩地域（２６市及び西多摩郡）内の公立小中学校に勤務する講師

の採用・業績評価・任用希望調査・斡旋等の講師任用事務 

    (オ) その他業務（担当５地区の永年勤続調査，給与審査に関する副担当，

任用に関する副担当等） 

   イ 平成１５年度 

    (ア) 担当５地区（府中市・昭島市・小平市・武蔵村山市・西多摩郡）内

の公立小中学校教職員の採用・退職等の内申書審査，初任給計算，人

事電算入力等の教職員任用事務 

    (イ) 担当５地区（府中市・昭島市・小平市・武蔵村山市・西多摩郡）内

の公立小中学校教職員の昇給・昇格内申書審査，人事電算入力等の昇

給事務 

    (ウ) 担当５地区（府中市・昭島市・小平市・武蔵村山市・西多摩郡）内

の公立学校の臨時的任用教職員の任用事務 

    (エ) 多摩地域（２６市及び西多摩郡）内の公立小中学校に勤務する講師
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の採用・業績評価・任用希望調査・需給計画調べ・斡旋等の講師任用

事務 

    (オ) その他業務（担当５地区の永年勤続調査，給与審査に関する副担当，

任用に関する副担当等） 

   ウ 平成１６年度 

    (ア) 担当５地区（国立市・日野市・東村山市・稲城市・あきる野市）内

の公立小中学校教職員の採用・退職等の内申書審査，初任給計算，人

事電算入力等の教職員任用事務 

    (イ) 担当５地区（国立市・日野市・東村山市・稲城市・あきる野市）内

の公立小中学校教職員の昇給・昇格内申書審査，人事電算入力等の昇

給事務 

    (ウ) 担当５地区（国立市・日野市・東村山市・稲城市・あきる野市）内

の公立学校の臨時的任用教職員の任用事務 

    (エ) 講師任用事務の４月度の援助（担当交替，新規採用者の研修時不在

のため） 

    (オ) 臨時的任用に関する正担当 

 年２回（５月・１１月）の臨時的任用教職員選考の多摩受付・面接

実施・合否判定資料作成・結果通知発送・臨時電算への登載・紙台帳

の作成，任用後の人物証明書の回収，人事部選考課・人事給与情報課

との調整等 

    (カ) 任用に関する正担当 

 年度途中退職への対応，１月の任用事務説明会の実施，１月から３

月にかけての年度末退職・転任・主幹昇任等に関する業務全般の進行

管理等（１月説明会，係員全員分の退職書類の集計・報告・起案，転

任書類の起案，入力確認，エラー修正，転任一覧表・ＦＤ作成・発令

通知書等の配布，人事部職員課・人事給与情報課との調整） 
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    (キ) その他業務（担当５地区の永年勤続調査，給与審査に関する副担当，

任用に関する副担当等） 

   エ 平成１７年度 

    (ア) 担当６地区（三鷹市・青梅市・小金井市・国分寺市・西東京市・福

生市）内の公立小中学校教職員の採用・退職等の内申書審査，初任給

計算，人事電算入力等の教職員任用事務 

    (イ) 担当６地区（三鷹市・青梅市・小金井市・国分寺市・西東京市・福

生市）内の公立小中学校教職員の昇給・昇格内申書審査，人事電算入

力等の昇給事務，平成１８年４月１日付け給料切替審査事務（全教職

員対象） 

    (ウ) 担当６地区（三鷹市・青梅市・小金井市・国分寺市・西東京市・福

生市）内の公立学校の臨時的任用教職員の任用事務 

    (エ) 臨時的任用に関する正担当 

 年２回（５月・１１月）の臨時的任用教職員選考の多摩受付・面接

実施・合否判定資料作成・結果通知発送・臨時電算への登載・紙台帳

の作成，任用後の人物証明書の回収，人事部選考課・人事給与情報課

との調整等 

    (オ) 任用に関する正担当 

 年度途中退職への対応，１月の任用事務説明会の実施，１月から３

月にかけての年度末退職・転任・主幹昇任等に関する業務全般の進行

管理等（１月説明会，係員全員分の退職書類の集計・報告・起案，転

任書類の起案，入力確認，エラー修正，転任一覧表・ＦＤ作成・発令

通知書等の配布，人事部職員課・人事給与情報課との調整） 

    (カ) その他業務（担当５地区の永年勤続調査，給与審査に関する副担当，

任用に関する副担当等） 

  (4) 原告の勤務条件 
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  平成１４年度から平成１７年度まで多摩教育事務所に配属されていた当

時の原告の勤務条件は，以下のとおりである。 

 ア 正規の勤務時間 

  平成１４年度，平成１５年度及び平成１７年度は９時から１７時４５

分までの８時間，平成１６年度は８時３０分から１７時１５分までの８

時間。 

イ 休憩時間 

  １２時１５分から１３時までの４５分 

ウ 就業場所 

  立川市α町所在の多摩教育事務所 

エ 給与 

 (ア) 給与は，給与条例に基づいて支給され，所定の給料表により，発

令された級，号に応じて支給される給料のほか，調整手当，扶養手当，

管理職手当，住居手当，通勤手当等がある。また，正規の勤務時間を

超えて勤務すること（「超過勤務」）を命ぜられ，正規の勤務時間を

超えて勤務した場合に，超過勤務手当が支給される。 

 (イ) 給料 

  ａ 支給計算は，毎月１日から末日である。 

  ｂ 給料支給日は，当月１５日であるが，１５日が日曜日，土曜日又

は休日（国民の祝日に関する法律[昭和２３年法律第１７８号]に定

める休日をいう。以下同じ。）に当たるときは，１５日に最も近い

日曜日，土曜日又は休日でない日（その日が二あるときは，１５日

より前の日）を支給日とする（職員の給与に関する条例施行規則

［昭和３７年１１月１日・東京都規則第１７２号。以下「給与条例

規則」という。］２条）。 

 (ウ) 超過勤務手当 
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  ａ 超過勤務手当の支給日は，翌月１５日であるが，１５日が日曜日，

土曜日又は休日に当たるときは，１５日に最も近い日曜日，土曜日

又は休日でない日（その日が二あるときは，１５日より前の日）を

支給日とする（給与条例規則１４条）。 

  ｂ 超過勤務手当の計算式 

   勤務１時間当たりの給料等の額（給料の月額及び人事委員会の承

認を得て東京都規則で定める手当の月額のそれぞれに１２を乗じて

得た額を，人事委員会の承認を得て東京都規則で定める年間の勤務

時間でそれぞれ除して得た額）に，正規の勤務時間を超えてした勤

務の区分に応じてそれぞれ１００分の１２５から１００分の１５０

までの範囲内の割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時ま

での間である場合は，その割合に１００分の２５を加算した割合）

を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する（給与条例

１５条，１８条，２３条，給与条例規則９条）。 

  (5) 原告の超過勤務 

    平成１４年度ないし平成１７年度において，被告が原告に対して超過勤務

手当を支給した年月，原告の超過勤務手当の１時間当たりの単価，被告が

原告の超過勤務として認めた時間数，被告が支払った超過勤務手当の額は，

それぞれ別表の「支給年月」，「超過勤務時間単価Ａ，Ａ’」，「支払実

績時間数Ｂ」，「支払実績金額Ｃ＝Ａ×Ｂ」のとおりである。また，同期間

中における，原告主張の超過勤務時間数は，別表の「原告主張の時間数

Ｄ」のとおりであり，仮に超過勤務時間数が「原告主張の時間数Ｄ」であ

ったとしたならば，その場合の，超過勤務手当の額，支払実績金額との差

額は，それぞれ別表の「原告主張の時間数に対する金額Ｅ＝Ａ×Ｄ」，「未

払い金額（差額）Ｆ＝Ｅ－Ｃ」のとおりである 

  (6) 給与に関する法令の定め 
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    地方公務員法（以下「地公法」という。）２４条６項は，職員の給与，勤

務時間その他の勤務条件は，条例で定めること，同法２５条１項は，職員

の給与は，前条６項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されな

ければならず，又，これに基づかずには，いかなる金銭又は有価物も職員

に支給してはならないと規定している。 

    これを受けて，給与条例１５条，１８条，２３条，給与条例規則９条は，

正規の勤務時間を超えて勤務時間条例１０条の規定により勤務することを

命ぜられた職員には，正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して，

前記(4)エ(ウ)ｂのとおりの超過勤務手当を支給する旨規定している。 

    そして，勤務時間条例１０条は，任命権者は，公務のため臨時又は緊急の

必要がある場合には，職員に対し，正規の勤務時間以外の時間において断

続的な勤務以外の勤務を命ずることができる旨規定し，同条例２０条の委

任を受けて勤務時間条例規則７条１項は，任命権者は，職員に勤務時間条

例１０条の規定による勤務（「超過勤務」）を命ずるときは，別記第二号

様式（「超過勤務命令簿」。以下「命令簿」という。）により，あらかじ

め勤務することを命じ，かつ，事後に勤務の状況を確認しなければならな

いと規定し，また同条２項は，前項の規定にかかわらず，緊急かつやむを

得ない公務の必要があり，任命権者があらかじめ職員に勤務することを命

ずることができなかった場合で，職員から超過勤務をしたことの申出があ

ったときは，当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し，

同項の手続をとったものとして取り扱うことができると規定している。 

  (7) 東京都人事委員会に対する措置要求及び同委員会による判定 

    原告は，平成１８年６月２３日，東京都人事委員会に対し，超過勤務手当

を算定し直して原告ほか職員に正確に支給すること等を求める措置要求を

した。 

    東京都人事委員会は，原告の措置要求に対し，平成１９年６月１１日，原
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告の平成１７年５月１日から平成１８年３月３１日までの超過勤務手当の

支給を求める点については棄却し，平成９年度から平成１７年４月３０日

までの超過勤務手当の支給を求める点については却下するとの判定をした

（甲２７～３０，３５，３６）。 

  (8) 被告に対する催告と本訴の提起 

    原告は，被告に対し，平成１９年１２月１３日，平成１４年４月１日から

平成１８年３月３１日までの未払の超過勤務手当の支払を請求する旨の通

知書を送付し，同通知書は平成１９年１２月１４日に被告に到達した。そ

の後，原告は，平成２０年５月２８日，当庁に本訴を提起した（甲３１）。 

  (9) 被告の消滅時効の援用の意思表示 

    被告は，平成２０年７月３日の本件第１回口頭弁論期日において，平成１

４年４月分から平成１７年１１月１５日給与支給日支払分までの超過勤務

手当について，消滅時効を援用する旨の意思表示をした。 

２ 争点 

 (1) 労基法３７条に基づく超過勤務手当請求権 

 (2) 勤務時間条例に基づく超過勤務手当請求権－(1)の労基法３７条に基づく

超過勤務手当請求権が認められない場合の予備的請求 

 (3) 超過勤務手当請求権の消滅時効 

 (4) 不法行為による損害賠償請求権－(1)又は(2)の超過勤務手当請求権がい

ずれも認められない場合の予備的請求 

 (5) 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 

３ 争点に対する当事者の主張の要旨 

 (1) 争点(1)（労基法３７条に基づく超過勤務手当請求権）について 

  ア 原告 

    原告に対しては労基法３７条が適用される。そして，事前に勤務時間

条例の定める命令簿による発令がなくとも，職員への超過勤務命令につ
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いては特段の形式によらなければならない特段の要請があるわけではな

く，すでにされた時間外勤務に対して時間外勤務手当の支給がされるべ

きか否かが問題になる本件においては，原告の超過勤務が，原告の上長

である管理課長又は原告に対して事実上拘束力のある上長の超過勤務命

令に基づくものであるか否かを確認すれば足りる。命令簿によって超過

勤務命令をしなければならないとされている点は，上記命令の有無及び

これに基づいてされた時間外勤務の内容等を明確にしておくためのもの

にすぎない。 

 勤務時間条例の解釈にあたっては，原告に対して労基法３７条が適用

される以上，その定める超過勤務手当の支給が，同条による割増賃金の

支払と同様の役割を果たすものであることを考慮しなければならない。

したがって，労基法３７条の意味合いと異なる意味において「緊急かつ

やむを得ない公務の必要性」がある場合に超過勤務手当が支給されると

被告が主張することは許されない。 

 そうすると，問題は，原告に対して，原告の上長である管理課長又は

原告に対して事実上拘束力のある上長の超過勤務命令があったかである。

本件では，明示の超過勤務命令は存在しないから，黙示の超過勤務命令

があったかであるが，原告は，平成１４年度から平成１７年度において，

超過勤務を行い，これら原告の超過勤務の成果を被告は当然のこととし

て受領し，被告において超過勤務を事前に申し出ることを促したことや

超過勤務をした後に速やかに事後の承認を得るよう促したこともないか

ら，原告がした超過勤務に対して，原告の上長である管理課長による黙

示の超過勤務の職務命令が存したと解すべきである。 

 したがって，被告は，原告に対し，別表の未払い金額（差額）欄記載

の超過勤務手当の支払義務がある。 

  イ 被告 
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    労基法３７条の割増賃金の請求原因たる労基法上の「労働時間」は，

「使用者の指揮命令に従って労務を提供する時間」であるから，単なる労

働の実態に加えて当該労働が指揮命令によるものであることを要する。 

    この点，原告は，本件では黙示の業務命令があると主張する。 

    しかし，勤務時間条例規則７条１項では，超過勤務を命じる職務命令は

「命令簿」という要式行為であることが厳然と明定され，当該規則の存在

は本件職場の管理者や職員も充分に熟知していたから，黙示の職務命令を

認定することはそれ自体背理である。しかも，本件職場においては，管理

者が同規則７条２項の運用を原則として行い，現に同条項の運用を職員も

充分に承知していた。本件で問題となる超過勤務補助簿は，その目的は本

人の動静確認であり，同規則７条２項所定の「職員から超過勤務をしたこ

との申出」の書類として扱われてきたが，補助簿記載の内容が直ちに同規

則７条２項の緊急性・必要性を満たすものではないから，本人と担当者が

調整のうえ当該要件を斟酌してそれに合致すると思われる時間について命

令簿に記載し，管理課長の決裁を受け，正式に同規則７条２項の要件を満

たす超過勤務として扱ってきた。かかる事実関係が存する本件職場につい

て，同規則７条１項の黙示の超過勤務命令の存在を推認することは不可能

であり，その存在をいう原告の主張は失当である。 

 (2) 争点(2)（勤務時間条例に基づく超過勤務手当請求権－(1)の労基法３７

条に基づく超過勤務手当請求権が認められない場合の予備的請求）につい

て 

  ア 原告 

    原告を含む多摩教育事務所管理課の職員は，公務上，超過勤務する必

要性が発生して超過勤務をした場合，事後に，「超過勤務処理簿」又は

「超過勤務処理簿（補助簿）」（以下，これらを「補助簿」という。）に，

日，時間，業務内容を記入して，給与事務担当者に提出し，その後，給
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与事務担当者は，所属長（原告の職場の場合は多摩教育事務所管理課

長）の指揮の下，職員から提出された補助簿に基づいて職員全員の超過

勤務時間数を集計し，予算と比較してこれを超えないように超過勤務手

当の支給割合を決め，各職員の超過勤務実績に支給割合を乗じて各職員

の超過勤務手当支給時間数を算出・指定し，同指定に基づいて，各職員

は，自己の行った超過勤務のうち一部だけを命令簿に記載して給与支給

担当者に提出し，所属長の決裁を得て超過勤務手当が支給される。 

    このように，補助簿に記載された実際の超過勤務時間のうち，予算額

を超える部分については命令簿に記載せずに不払とする仕組み（以下

「不払システム」という。）となっている。しかし，原告は超過勤務の

必要性があるからこそ，超過勤務を行い，被告はその成果を受領し事業

に生かしており，これは勤務時間条例規則７条２項の「緊急かつやむを

得ない公務の必要性」があったことによる業務である。したがって，別表

の「原告主張の時間数Ｄ」すべてについて，超過勤務手当請求権が発生す

る。 

  イ 被告 

    勤務時間条例及び同条例規則によれば，事前に超過勤務命令ができなか

った場合において，職員が超過勤務をした事実が確認できたとしても，超

過勤務手当の支給要件として，緊急かつやむを得ない公務の必要性が認めら

れることが必要である。 

 多摩教育事務所において，補助簿を使用していた事実はあるが，これは超

過勤務を命じ，あるいは事後的にその勤務の緊急性，必要性を認めたもので

はない。補助簿は，職員の判断により作成し，勤務時間外に職場に残った時

間（在庁時間）を事実上申告するものにすぎず，また勤務時間外に行う勤務

の前に提出されず事後に提出されるものであり，勤務時間条例１０条及び同

条例規則７条の命令簿ではない。原告主張の不払システムの存在は否認する。 
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 超過勤務命令者（本件では多摩教育事務所管理課長）は，命令簿に記され

た業務内容に限らず，前日までの業務遂行状況及び当日の勤務時間内の業務

遂行状況を踏まえ，超過勤務としての緊急性及び必要性を判断する必要があ

るところ，原告についても，命令簿に原告が記したそれぞれの業務を当該日

時に行うにあたって，原告の当該日時までの業務遂行状況等を総合的に踏ま

え，緊急性，必要性の適否を検討して，別表の「原告主張の時間数Ｄ」のう

ち「支払実績時間数Ｂ」については緊急性・必要性を認めて超過勤務手当を

支給したが，それ以外については緊急性・必要性が認められなかったために

超過勤務手当を支給しなかったのであるから，原告の超過勤務手当の請求は

理由がない。 

  (3) 争点(3)（超過勤務手当請求権の消滅時効）について 

  ア 被告 

   (ア) 原告の主張する平成１４年４月分から平成１８年３月分までの超過

勤務手当請求権が仮に発生していたとしても，平成１４年４月分から

平成１７年１１月１５日給与支給日支払分までの超過勤務手当につい

ては，平成１９年１２月１４日に被告に到達した催告以前に２年を経

過していることから，被告は労基法１１５条による消滅時効を援用す

る。 

    (イ) 原告は措置要求が時効中断効を生じると主張するが，措置要求は，

裁判所が関与して権利の存否を判断する訴訟手続とは全く異なり，また，

行政手続は時効中断効を生じさせるものではないから，措置要求が時効中

断効を生じさせる「裁判上の請求」に含まれないことは明らかである。 

    (ウ) 原告は消滅時効の援用が権利濫用に当たる旨主張するが，原告には

時効中断のため催告を行いその後６か月以内に裁判上の請求その他裁判所

の関与する手続を行うとの手段があり，また，被告が，原告に対して債務

の弁済が確実になされるであろうとの信頼を惹起させて原告の時効中断の
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措置を採ることを怠らせるなど信義に反する行為を行った事実も一切ない

ことから，原告の権利濫用の主張は失当である。 

  イ 原告 

   (ア) 人事委員会の措置要求（地公法４６条）は，労働基本権が制限され

る代償として，地方公務員の福祉及び利益の保護を制度的に保障する

ために設けられたものであり，人事委員会による調査・判定は，司法

手続に準じる内容を有していることから，未払の超過勤務手当の支払

を求める人事委員会への措置要求は，少なくとも要求者本人について

は「裁判上の請求」（民法１４９条）に準じて確定的に時効を中断す

る。 

   (イ) 総務部総務課長と多摩教育事務所管理課長は，平成１８年３月まで

の４年間にわたり労基法に違反して超過勤務手当を支払わず，さらに，

不払の事実を原告が内部告発した平成１８年６月から今日まで３年半

にわたり不払を継続し，東京都人事委員会の措置要求における調査に

対し，補助簿が事実上の超勤時間の総計や超勤手当の総額の算定及び

予算内における支出の実行に必要不可欠なものとして使用されている

事実を告げず，超勤手当の試算入力シートや集計表を提出せず，東京

都人事委員会から誤った判定を出させ，本件訴訟においても同様の主

張を繰り返し，延べ７年半以上にわたり，超過勤務手当を支払わない

との労基法違反を継続していることから，消滅時効の援用は権利の濫

用である。 

 (4) 争点(4)（不法行為による損害賠償請求権－(1)又は(2)の超過勤務手当請

求権がいずれも認められない場合の予備的請求）について 

  ア 原告 

    原告の超過勤務に対して，総務部総務課長は必要な予算措置を講じな

いことを長期間継続し，多摩教育事務所管理課長は予算不足のなかで，
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実際にされた超過勤務の５ないし６割を全所員に平均に配分することで

よかれとして，改善義務を実施せずに不払システムを継続維持するなど

して，平成１８年３月までの４年間にわたり労基法に違反して超過勤務

手当を支払わず，さらに，不払の事実を原告が内部告発した平成１８年

６月から今日まで３年半にわたり不払を継続し，東京都人事委員会の措

置要求における調査に対し，補助簿が事実上の超勤時間の総計や超勤手

当の総額の算定及び予算内における支出の実行に必要不可欠なものとし

て使用されている事実を告げず，超過勤務手当の試算入力シートや集計

表を提出せず，東京都人事委員会から誤った判定を出させ，本件訴訟に

おいても同様の主張を繰り返し，延べ７年半以上にわたり，超過勤務手

当を支払わないとの労基法違反を継続するとの不法行為をしたことから，

国家賠償請求権に基づき，原告は，被告に対して，未払の超過勤務手当

相当額の４５万２７４０円の損害賠償を求める。 

  イ 被告 

    否認ないし争う。 

    職員の超過勤務は，事前の勤務命令に基づく場合又は事前に勤務命令がで

きなかった場合には緊急かつやむを得ない公務の必要性が認められることが

必要であるが，所属長はこれまで適切に超過勤務の管理をしていると認識し

ている。労働さえすれば勤務命令等の根拠もなく「超過勤務」となるとの前

提に立つ原告の主張は失当である。また，被告において「不払システム」な

るものは存在しない。さらに，多摩教育事務所所属長（管理課長）は必要な

場合には予算増額要求を行い，教育庁総務部総務課長を含め被告はこれに対

して必要と認められた場合には臨時配分を行った実績があるなど（平成１６

年度，平成１７年度），適切に対応しており，意図的に放置した事実もなく，

違法行為は認められない。 

 (5) 争点(5)（不法行為による損害賠償請求権の消滅時効）について 
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  ア 被告 

     原告は，被告が毎月の「不払システム」なる事実を前提として不法行為を

していたと主張するのであるから，それぞれ毎月の不払によって損害がその

都度発生していると解される。したがって，原告が被告に対して不法行為に

よる損害賠償の請求をした原告準備書面４の裁判所提出日（平成２１年５月

２１日）より３年以前の給与支給日不払相当額について，予備的に消滅時効

を援用する（国家賠償法４条，民法７２４条）。 

   イ 原告 

     前記(3)イ(イ)と同じ。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 事実関係 

  前記第２の１の争いのない事実等のほか，証拠（甲１，９～２６，２９，

３４，３７，３８，４０～４５，４７，４８，証人Ｐ１，同Ｐ２，同Ｐ３，

原告本人）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。証拠中，

認定事実に反する部分は採用しない。 

 (1) 多摩教育事務所は，東京都の中で２３区及び島部を除いた２６市と４町

村，給食組合を管轄している。そのうち管理課教職員係は，同地域の公立

小中学校の正規の教職員の採用・退職・転任・昇給に関する事務，臨時的

任用教職員及び非常勤講師の選考・任用を一括処理する部署である。そし

て，毎年，年度当初には教職員の採用・転任等が予定されているため，年

末から年度末及び年度当初の時期は，特に業務が多忙となり恒常的に超過

勤務が発生していた。 

 (2)  原告は，平成１４年度ないし平成１７年度において，管理課教職員係と

して，別表の「原告主張の時間数Ｄ」のとおり，正規の勤務時間を超えて，

新規採用教員の初任給チェック，例月入力講師帳票の点検・整理，説明会

資料・研修資料作成，昇級審査事務，昇格者昇給事務，市教育委員会訪問
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調査時書式の作成，講師授業観察準備，自己申告書の作成，勧奨退職入力

その他退職事務，講師斡旋事務，転任名簿等のチェック，講師任用事務，

新規採用入力・内容点検，臨時的任用教職員審査・入力，発令通知書等の

仕分け・事務整理，担任課程名簿入力・点検，臨時的任用選考事務，倉庫

内の溶解文書の整理・点検，給与切替審査事務等，その担当分掌上の業務

を行った。原告の上記超過勤務は，いずれも，これが行われなければ，多

摩教育事務所の公務が渋滞するなど，公務の円滑な遂行に必要な行為であ

った。 

 (3) ところで，多摩教育事務所では，原告を含む職員が，公務上，超過勤務

する必要性が発生した場合には，事前あるいは，ほとんどの場合は超過勤

務を現実に行った後に，多摩教育事務所管理課が指定する様式である補助

簿に，超過勤務をした月日，超過勤務場所，超過勤務内容，超過勤務時間

等を記入していた。補助簿は，超過勤務時間として，２２：００までの時

間帯及び時間数と，２２：００からの時間帯及び時間数が区分されて記入

されることや，あるいは時間帯等によって，１００分の１２５（２２：０

０まで），１００分の１５０（２２：００以降）及び１００分の１３５

（休日勤務）に区分されて記入されること，さらに従事職員のほか，係長

や管理課長といった上長の確認印が押印されることを予定する形式がとら

れていた。 

  (4) 平成１４年度ないし平成１７年度において，多摩教育事務所では，毎月，

給与電算に入力するための入力用紙の教育庁総務課への提出の締切が２５

日であったことから，２０日までに庶務係給与担当者が，各職員から補助簿

又はその写しの提出を受けてこれを回収していた。 

      なお，管理課長は，庶務係給与担当者による毎月２０日の補助簿の回収と

は別に，職員から個別に補助簿の提出を受け，各職員の超過勤務の状況を

確認した上でこれに押印することもあった。 
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  (5) 庶務係給与担当者は，各職員から回収した補助簿に記載された超過勤務

の日時について，庁内取締簿（甲４２。毎日の最終退庁者の退庁時刻が記

載されるもの。），旅行命令簿兼旅費請求内訳書（甲４８。出張命令に伴

って作成され，旅行時間，旅行用務，旅行先，旅行の経路等が記載される

もの。）及び出勤簿と照合した上で，超過勤務時間の合計時間を集計し，

超勤試算入力シート（甲４５の１）に入力していた。この超勤試算入力シ

ートは，０．３ないし０．６の支給率及び職員毎の一時間当たりの超過勤

務手当の単価が予め記載され，各職員の超過勤務時間数を入力すれば，各

支給率に応じた超過勤務時間数及び超過勤務手当の額や配布額に対する予

算額が自動的に算出されるものであった。このように，超勤試算入力シー

トは，補助簿記載の超過勤務時間数に職員毎の超過勤務手当の単価を乗じ，

これに一定の支給率を乗じて，残存している超過勤務手当の予算額の範囲

内でどれだけ支給できるかを算定するためのシートであった。 

   さらに，庶務係給与担当者は，年間超勤支給時間集計表（甲４５の２）を

も作成していた。年間超勤支給時間集計表は，補助簿から算出される超過

勤務時間数（「実績Ａ＋Ｂ」），超過勤務手当を支給できた時間数（「支

給時間Ｂ」），超過勤務手当を支給できなかった超過勤務時間数（「残

Ｂ」）を，職員毎に年度単位で毎月集計し，年間の支給率が可能な限り各

職員間で平等になるようにするための計算表であった。 

   こうして，庶務係給与担当者は，給与電算に入力するための入力用紙に職

員毎に超過勤務手当を支給できる超過勤務時間数を記入し，上書きとして

「予算執行状況通知書」，さらに上記の超勤試算入力シート及び年間超勤

支給時間集計表を添付して，係長さらには管理課長に提出して決裁を受け

ていた。上記各文書には，超過勤務手当を支給すべき超過勤務時間数が記

載されるだけで，何時行われた超過勤務に対して超過勤務手当を支給すべ

き（あるいは支給すべきでない）との記載はなく，予算の範囲内で認めら
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れる超過勤務時間数（ないしは超過勤務手当の額）が記載されているのみ

であった。なお，管理課長の決裁の際に，補助簿が決裁資料として添付さ

れることはなかった。 

  (6)  庶務係給与担当者は，管理課長の決裁を受けた後に，電算入力用の入力

用紙を教育庁総務課に提出し，教育庁総務課は，提出された入力用紙に基

づいて給与電算に入力し，庶務係給与担当者に対し，給与明細書等を配布

し，これにより，各職員に支給される超過勤務手当の超過勤務時間数及び

金額が確定された。 

  (7) その後，庶務係給与担当者は，配布された給与明細等と超勤試算入力シ

ートと照合した上で，翌月の１０日過ぎころ，各職員の補助簿を見ながら，

超過勤務手当の支給が認められた超過勤務時間数に合致するように，補助

簿で申告された超過勤務の中から適当な日時の超過勤務を選んで丸印を付

け，この丸印を付けた補助簿と命令簿の用紙とを，各職員に交付し，丸印

を付けた超過勤務の部分だけを命令簿に転記するよう指示していた。庶務

係給与担当者が補助簿記載の超過勤務の中から命令簿に転記すべく選択す

る超過勤務は，勤務の内容を見て緊急性・必要性を勘案して決めるわけで

はなく，超過勤務手当の支給される超過勤務時間数と合致する超過勤務を

適当に選ぶだけであった。 

   各職員は，庶務係給与担当者の指示に基づいて，補助簿の中から丸印を付

された超過勤務のみを命令簿に記載して，これを係長さらには管理課長に

提出して決裁を受け，最終的には命令簿に記載された超過勤務に対応する

超過勤務手当が支給されていた。 

  (8) 前記の毎月２０日の補助簿の回収から，庶務係給与担当者による予算執

行状況通知書，入力用紙，超勤試算入力シート及び年間超勤支給時間集計

表の作成と管理課長による決裁，庶務係給与担当者からの各職員に対する

命令簿への記入の指示，各職員による命令簿の作成と管理課長による決裁
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の一連の流れの中で，庶務係給与担当者はもとより係長及び管理課長のい

ずれも，補助簿記載の各超過勤務について個別にその緊急性・必要性を判

断することは一切なく，超過勤務手当を支給すべき超過勤務として命令簿

に記入するかどうかは，専ら，超過勤務手当の予算の範囲内におさまるか

どうかのみによって決められていた。そして，超過勤務の実績に見合うだ

けの超過勤務手当の予算が確保されていないため，毎年，年間を平均して，

補助簿記載の超過勤務時間数の５割ないし６割程度の超過勤務に対しての

み超過勤務手当が支給されるにすぎなかった。 

  (9) 管理課長は，原告を含む多摩教育事務所の職員が，命令簿記載の超過勤

務以上の超過勤務をしている事実を，常日頃から現認し，また，補助簿，

旅行命令簿兼旅費請求内訳書，庁内取締簿を確認するなどして，これを知

悉していた。 

２ 争点(1)（労基法３７条に基づく超過勤務手当請求権）について 

  地公法５８条３項によれば，原告を含む一般職の地方公務員に対し適用除

外をしている規定を除いては労基法が原則として適用されると解されるから，

時間外，休日及び深夜の割増賃金に関する同法３７条も原告に対して適用さ

れるべきところ，同法３７条によれば，使用者が同条３３条，３６条の規定

により時間外労働をさせた場合においては，通常の賃金の２割５分以上５割

以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなけれ

ばならないとされ，これに対応して被告においても，給与条例１５条におい

て，正規の勤務時間を超えて勤務時間条例１０条の規定により勤務すること

を命ぜられた職員には，正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して，

勤務１時間につき，給与条例１８条に規定する勤務１時間当たりの給料等の

額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１

２５から１００分の１５０までの範囲内の割合（その勤務が午後１０時から

翌日の午前５時までの間である場合は，その割合に１００分の２５を加算し
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た割合）を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給するとされてい

る。したがって，被告が原告に正規の勤務時間を超えて勤務させた場合にお

いては，上記の給与条例１５条所定の超過勤務手当を支払わなければならな

いものと解される。 

  本件において，原告は，平成１４年度ないし平成１７年度において，別表

の「原告主張の時間数Ｄ」のとおり，正規の勤務時間を超えて，管理課教職

員係として，担当分掌上の業務を遂行したことは，前記１(2)認定のとおりで

ある。 

  そして，原告は，現に正規の勤務時間内に終えることができないような業

務を与えられ，そのために正規の勤務時間以外の時間や休日に担当分掌上の

業務を行っていること，原告の超過勤務は，いずれも，これが行われなけれ

ば，多摩教育事務所の公務が渋滞するなど，公務の円滑な遂行に必要な行為

であったこと，これら超過勤務の実績については，管理課長において，その

勤務ぶりを常日頃から現認しているばかりか，原告から補助簿の提出を受け

るなどして不定期ではあるけれども業務の報告を受けることにより知悉して

いた上で，かかる超過勤務を容認していたこと，また，超過勤務の実績に見

合うだけの予算措置が講じられていなかったために補助簿記載の超過勤務時

間数の一定割合のみを命令簿に記載させて超過勤務手当の申請を事実上抑制

していたこと（なお，超過勤務手当について予算等の財源措置を講じていな

いからといって，被告が地方公共団体としてその負担すべき超過勤務手当の

支給を拒み得ないことは当然であり，かかる取扱いが不相当であることは明

らかである。）からすれば，原告に対しては，各超過勤務をするに当たって

は，管理課長から黙示的に超過勤務命令があったものと認めるのが相当であ

る。 

    そうすると，原告は，命令権者である管理課長の黙示の超過勤務命令の下

に，別表の「原告主張の時間数Ｄ」のとおりの超過勤務をしたことから，被
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告に対して，超過勤務手当請求権として，別表中，「原告主張の時間数に対

する金額Ｅ＝Ａ×Ｄ」から，既払の超過勤務手当である「支払実績金額Ｃ＝Ａ

×Ｂ」を控除した残額である「未払い金額（差額）Ｆ＝Ｅ－Ｃ」の支払を求め

ることができる。 

    この点，被告は，勤務時間条例規則７条１項では，超過勤務を命じる職務命

令は「命令簿」という要式行為であることが厳然と明定されていることから，

黙示の職務命令を認定することはそれ自体背理であるばかりか，本件職場にお

いては，管理者が同規則７条２項の運用を原則として行い，職員が補助簿の記

載から同規則７条２項の緊急性・必要性の要件に合致する時間について命令簿

に記載して，管理課長の決裁を受け，正式に同規則７条２項の要件を満たす超

過勤務として扱ってきているのであるから，同規則７条１項の黙示の超過勤務

命令の存在を推認することは不可能である旨主張し，証拠（乙４，５，証人Ｐ

３）中には同主張に沿う部分もある。 

    たしかに，勤務時間条例規則７条１項は，任命権者は，職員に超過勤務を

命ずるときは，命令簿により，あらかじめ勤務することを命じなければなら

ないと規定するところ，本件においては，原告の超過勤務は，管理課長から

あらかじめ命令簿により命じられたものでないことは，前記１認定のとおり

である。しかしながら，原告を含む職員に対する超過勤務命令については，

一定の形式によらなければならない特段の要請があるわけではないから，当

該命令は常に明示的にされなければならないものではなく，ことに，既にさ

れた正規の勤務時間以外の勤務に対して超過勤務手当を支給すべきか否かが

問題とされる場合には，それが当該命令に基づくものであるかどうかを確認

することができれば足りるのであって，同規則７条１項が，命令簿によりあ

らかじめ勤務することを命じるべきものとしているのも，当該命令の有無及

びこれに基づいてされた時間外勤務の内容を明確にしておくためのものにす

ぎないと解するのが相当であり，命令簿に基づかない明示又は黙示の超過勤
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務命令を排斥するものとまで解することはできない。したがって，同規則７条

１項の規定の存在ゆえに，黙示の職務命令を認定することが背理である旨の被

告の主張は理由がない。 

  また，被告主張に沿う前掲証拠（乙４，５）の作成者である証人Ｐ３も，

補助簿記載の超過勤務時間のうち５割から６割のみが超過勤務手当支給の対

象となっているのは，超過勤務の緊急性・必要性の判断如何によるものでは

なく，結局は予算の都合によるものであることを認める旨の証言をしている

こと，予算執行状況通知書，電算入力のための入力用紙，超勤試算入力シー

ト及び年間超勤支給時間集計表の決裁時並びに命令簿の決裁時のいずれにお

いても，管理課長において超過勤務の緊急性・必要性を判断するための決裁

資料として補助簿が提出された事実はないことや，庶務係給与支給担当者も

かかる緊急性・必要性を判断した事実はないこと（証人Ｐ２）に照らせば，

被告主張に沿う前掲証拠部分は，反対証拠（甲３７，３８，証人Ｐ１，同Ｐ

２，原告本人）に照らし措信し難い。前記１認定のとおり，毎月２０日の補

助簿の回収から，庶務係給与担当者による入力用紙，超勤試算入力シート及

び年間超勤支給時間集計表の作成と管理課長による決裁，庶務係給与担当者

からの各職員に対する命令簿への記入の指示，各職員による命令簿の作成と

管理課長による決裁の一連の流れの中で，庶務係給与担当者はもとより係長

及び管理課長のいずれも，補助簿記載の各超過勤務について個別にその緊急

性・必要性を判断することは一切なく，超過勤務手当を支給すべき超過勤務

として命令簿に記入するかどうかは，専ら，超過勤務手当の予算の範囲内に

おさまるかどうかのみによって決められていたのであって，被告主張のよう

に，本件職場において補助簿の記載から同規則７条２項の緊急性・必要性の要

件に合致する時間を吟味して命令簿に記載した上で管理課長の決裁を受ける取

扱いをしていたとの事実は全く認められない。したがって，本件職場において

同規則７条２項の運用が当該条項の内容どおりに行われてきたが故に，同規則
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７条１項の黙示の超過勤務命令の存在を推認することは不可能である旨の被告

の主張もまた理由がないというべきである。 

３ 争点(3)（超過勤務手当請求権の消滅時効）について 

  前記のとおり，地公法５８条３項によれば，原告を含む一般職の地方公務

員に対し適用除外をしている規定を除いては労基法が原則として適用される

から，賃金等の時効に関する同法１１５条もまた，原告に対して適用される

べきところ，原告が本訴で請求する超過勤務手当は労働の対償として支払わ

れるべきものであるから，同法１１条の賃金に該当し，同法１１５条により

２年間これを行わないときは時効により消滅するものと解される。 

  本件では，前記第２の１の争いのない事実等(8)のとおり，原告は，被告に

対し，平成１９年１２月１４日到達の書面で，平成１４年４月１日から平成

１８年３月３１日までの未払の超過勤務手当の支払を請求する催告を行い，

その後６か月以内に本訴を提起したから，平成１７年１２月１５日給与支給

日支払分以降の超過勤務手当については時効が中断しているものの，平成１

７年１１月１５日給与支給日支払分以前の超過勤務手当については，時効に

より消滅しているというべきである。 

  この点，原告は，人事委員会に対する措置要求（地公法４６条）は，その

目的・趣旨・性質・機能に鑑み，「裁判上の請求」（民法１４９条）に準じ

て時効中断効を有する旨主張する。しかし，人事委員会による措置要求に対

する判定には，裁判上の請求に対する判決のように権利義務の存否を最終的に

確定する効力が認められないこと，地方自治法や地公法には人事委員会に対す

る措置要求に時効中断効を認める規定もないことから，明文上の根拠もなく，

措置要求に「裁判上の請求」に準じて時効中断効を付与することはできない。

原告の上記主張は理由がない。 

  また，原告は被告による消滅時効の援用が権利濫用に当たる旨主張する。

しかし，原告が縷々主張する事実をもっても，原告において適時の権利行使
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又は時効中断措置を講ずることが不可能若しくは著しく困難にさせる客観的

事情があったということはできないし，被告が原告に超過勤務手当の支払が

されるであろうとの信頼を惹起させて原告の時効中断措置をとることを怠ら

せるなどの信義に反する行為をした事実も見当たらないことからすれば，被

告の消滅時効の援用が権利濫用に当たるということはできない。原告の上記

主張も理由がない。 

  以上によれば，原告は，労基法３７条により，平成１７年１２月１５日給

与支給日支払分以降の超過勤務手当として，別表の平成１７年１２月以降の

「未払い金額（差額）Ｆ＝Ｅ－Ｃ」の合計額である１３万７９１０円の支払

請求権がある。 

  ただし，被告は，その業務が営利を目的とするものではないから，商法上

の商人には当たらず，被告による原告の任用は商行為に該当するものではな

い。それ故，超過勤務手当の遅延損害金は，商事法定利率の年６分ではなく，

民法所定の年５分の割合によるものと解される。 

  したがって，被告は，原告に対し，超過勤務手当として１３万７９１０円

及びこれに対する最終の給与支給日の翌日である平成１８年４月１６日から

支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払義務がある。 

  なお，争点(4)の不法行為による損害賠償請求については，労基法３７条又

は勤務時間条例に基づく超過勤務手当請求権のいずれも認められない場合の

予備的請求であることから，本件においてこれを判断することを要しないと

ころであるが，前記２のとおり，本件では原告に労基法３７条により超過勤

務手当請求権が発生している以上，同手当相当額の損害の発生がないという

べきであり，不法行為は成立しない。この点，付言するものである。 

４ 結論 

よって，原告の本訴請求は，主文掲記の限度で理由がある。 

なお，仮執行宣言については，事案の性質にかんがみ，相当でないからこ
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れを付さないこととする。 

東京地方裁判所民事第１１部 

裁判官  田  中  芳  樹 


